
第14号様式（第22条関係） 

正 
適 合 証 明 書 交 付 申 請 書 

        年  月  日  
（宛先）春日井市長 

住  所 
氏  名 
名 称 及 び 
代表者氏名 

 
次のものについて、建築基準法第６条第１項若しくは第６条の２第１項（これらの規定を同法第88条第１

項又は第２項において準用する場合を含む。）の規定による建築の確認済証の交付又は畜舎等の建築等及び

利用の特例に関する法律第３条第１項の認定（同法第４条第１項の変更の認定を含む。）を受けたいので、 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法       の規定に適合している旨の証明書を交付してください。 

建

築

（

建

設

）

の

概

要 

計 画 に 係 る 土 地 の 
所 在 地 及 び 地 番 

 

用 途  構 造  

工 事 の 種 別  延 べ 面 積 平方メートル 

宅

地

造

成

及

び

特

定

盛

土

等

規

制

法

の

許

可

等

の

概

要 

許 可 等 の 種 別 

□法第12条第１項の許可    □法第16条第１項の許可 
 

 
許可等の年月日 
及 び 番 号 

年   月   日 
 春建第    号 

□法第12条第１項ただし書    

 適合する条項号  

土 地 の 面 積      平方メートル 

盛土若しくは切土又 
は土石の堆積を行う 
土 地 の 面 積 

         平方メートル 

備 考  

※
決
裁
欄 

 

※
受
付
欄 

 
 

注意 １ ※印欄には、記入しないでください。 
２ □印の箇所は、該当するものにレ印をしてください。 
３ 「宅地造成及び特定盛土等規制法の許可等の概要」欄の「許可等の種別」が宅地造成及び特
定盛土等規制法第12条第１項ただし書又は第30条第１項ただし書に該当する場合にあっては、
同欄の「適合する条項号」欄に、適合の根拠となる宅地造成及び特定盛土等規制法施行令又は
特定盛土等規制法施行規則の規定を記入してください。 

４ 「備考」欄には、その他必要な事項を記入してください。 

 

第12条第１項 

第16条第１項 

 



□副               適 合 証 明 書 交 付 申 請 書 

        年  月  日  

（宛先）春日井市長 

住  所 

氏  名 

名 称 及 び 

代表者氏名 

下記のものについて、建築基準法第６条第１項若しくは第６条の２第１項（これらの規定を同法第88条第１

項又は第２項において準用する場合を含む。）の規定による建築の確認済証の交付又は畜舎等の建築等及び利

用の特例に関する法律第３条第１項の認定（同法第４条第１項の変更の認定を含む。）を受けたいので、 
 
 
宅地造成及び特定盛土等規制法       の規定に適合している旨の証明書を交付してください。 

 

建

築

（

建

設

）

の

概

要 

計 画 に 係 る 土 地 の 

所 在 地 、 地 番 及 び 面 積           

用 途  構 造  

構 造 
         

延 べ 面 積 平方メートル 

宅

地

造

成

及

び

特

定

盛

土

等

規

制

法

の

許

可

等

の

概

要 

許 可 等 の 種 別 

□法第12条第１項の許可    □法第16条第１項の許可 

 

 許可等の年月日 

及 び 番 号 

年   月   日 

  春建第   号 

□法第12条第１項ただし書    

 適合する条項号  

土 地 の 面 積      平方メートル 

盛土若しくは切土又は

土 石 の 堆 積 を 行 う

土 地 の 面 積 

         平方メートル 

備 考  

※ 

証 

明 

欄 

春建第   号 

年   月   日 

上記の内容については、宅地造成又は特定盛土等規制法第  条第  項の規定に適合しているこ

とを証明します。 

春日井市長 石黒 直樹 
 

注意 １ ※印欄には、記入しないでください。 

２ □印の箇所は、該当するものにレ印をしてください。 

３ 「宅地造成及び特定盛土等規制法の許可等の概要」欄の「許可等の種別」が宅地造成及び特定盛土

等規制法第12条第１項ただし書又は第30条第１項ただし書に該当する場合にあつては、同欄の「適合

する条項号」欄に、適合の根拠となる宅地造成及び特定盛土等規制法施行令又は特定盛土等規制法施

行規則の規定を記入してください。 

４ 「備考」欄には、その他必要な事項を記入してください。 

 

第12条第１項 

第16条第１項 


